




第５号様式  

報告年月日・番号

監 査 の 種 別

部 課 等 名 区分 指摘事項等 措置事項

社会福祉法人
まほろばの里

指摘
(１)

　流山市心身障害者福祉作業所さつき園の指定
管理者の業務等に関する仕様書では、指定管理
者は備品台帳に則して年２回の備品の整理を行
い、点検した備品については、次年度４月末日ま
でに市に、台帳の提出をもって報告することとあ
るものの、点検・報告を行っていなかった。仕様書
に基づき適切な点検及び報告を徹底されたい。

 令和元年度中に点検した備品に
ついては、翌年度４月３０日に「流
山市心身障害者福祉作業所さつ
き園備品リスト(備品台帳)」の提
出をもって報告を行った。
　以後も同様に報告を徹底いたし
ます。

健康福祉部
障害者支援課

指摘
(１)

　平成29年度以降の年度協定が締結されていな
かった。所管部課は指定管理料が発生しないため
年度協定は必要ないとの認識であったが、流山市
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す
る条令施行規則との整合がとれておらず、今後、
指定管理者制度所管課と協議し適切に対応され
たい。

　指定管理料が発生しないため年
度協定は必要ないという認識で
あった。今後は、指定管理者制度
所管課と十分に協議し適切に対
応したい。

健康福祉部
障害者支援課

指摘
(５)

　前年度の事業報告書の提出期限について、流
山市心身障害者福祉作業所さつき園の指定管理
者の業務等に関する仕様書と流山市心身障害者
福祉作業所さつき園の管理に関する基本協定書
にそごがあった。適正な事務の執行をされたい。

　前年度の事業報告書の提出期
限について、「基本協定書」と「業
務等に関する仕様書」でそごが生
じていた。今後はそごが生じない
よう、気を付けて事務にあたりた
い。

社会福祉法人
まほろばの里

意見

　流山市心身障害者福祉作業所さつき園の管理
に関する基本協定書では、月ごとの事業の実施状
況、さつき園等の利用状況及び利用料金の収入
状況に関する報告書の提出については、「翌月10
日まで」とあるが、提出が遅れていた。また施設利
用者数の誤りが散見された。適正な事務の執行を
要望する。

　令和元年度の指定管理業務の
報告については、「指定管理業務
報告書」の提出をもって、全て翌
月１０日までに報告を行った。
　施設利用者数の誤りがないよう
確認を徹底し、報告を行った。

社会福祉法人
まほろばの里

意見

　個人情報の管理について、現時点では検討の余
地がある。今後、担当課と協議の上、情報セキュリ
ティ対策への取組を速やかに実施することを要望
する。

　個人情報の管理については、Ｕ
ＳＢで管理し、カギ付きのキャビ
ネット内に保管している。これに加
え、職員が使用する際には、事前
に使用申請書を管理者に提出し、
許可を得て使用することとする。

措置事項報告書

令和２年６月４日・流監第６号

公の施設の指定管理者監査

１　措置事項については、監査結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じた事項を記入すること。

２　区分については、指摘事項又は、検討・要望事項等の監査委員意見の区分を記入すること。表示は、「指摘」
又は「意見」とする。


